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常
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シ
タ
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要
及
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該
営
業
年
度
ノ
決
算
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
結
果
ヲ
記
載
ス
ベ
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(
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ハ
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ニ
依
リ
各
別
表
ト
ス
ベ
シ) 

 



 

 

延 滞 掛 金 調 

 甲号表ノ一                             年  月  日現在 

延 滞

回数別 

摘 要 

三回迄 五回迄 七回迄 八回以上 合 計 

備 考 
口数 金額 口数 金額 口数 金額 口数 金額 口数 金額 

未 給 付 口  円   円   円   円   円   

給 付 口                 

計 
                

 

備考 

(一) 本表ニ記載スベキ延滞掛金ハ期限経過受入未済掛金トス 

(二) 日掛無尽ニ在リテハ延滞二十回ヲ以テ一回ト計算記載スベシ 

(三) 契約満期ニシテ取引未了ノモノアル場合ハ未了口ノミヲ外書スベシ 

 

延 滞 掛 金 期 別 比 較 表  

 甲号表ノ二 

区 分 

期 別 

延 滞 掛 金  
当期中要集金高 

同上ニ対スル

延滞掛金割合 
備 考 

未給付口 給 付 口 計 

当 期 末 円  円  円  円  割分厘  

前 期 末           



 

 

前 々 期 末 
          

 

備考 

(一) 当期中要集金高欄ニハ前期繰越延滞掛金及当期掛金期限到達高ノ合計額ヲ記載スベシ 

(二) 契約満期ニシテ取引未了ノモノアル場合ハ未了口ノミヲ外書スベシ 

 

新旧役員及是等ノ関係先ニ対スル債権調 

 乙号表 削除 

不 良 ト 認 ム ル 債 権 調 

 丙号表                          年  月  日現在 

債 務 者 

科 目 別 金 額 

分 類 別 

備 考 氏名又ハ

名 称 
職業 固定額 疑問額 欠損見込額 

   円  円  円  円   

計            

備考 

(一) 本表ニハ各債権ニ付其ノ期限ノ到来セルト否トニ拘ラズ債務者保証人ノ資産信用担保物ノ現状ヲ斟酌シ厳正ニ査定シテ、固定額、疑

問額又ハ欠損見込額ヲ記載スベシ 

(二) 本表ニハ債務者毎ニ各口ヲ合算シタルモノヲ記載スベシ  



 

 

大 口 債 権 者 調 

 丁号表                         年  月  日現在 

債 務 者 

科目別 金 額 

担 保 物 

無尽掛金 差引債務額 備 考 氏名又ハ

名 称 

同一利害関係者

トノ続柄 
職 業 種類 数量 価額 

    円     円  円   

計              

              

計              

              

合 計              

備考 

(一) 大口債権トハ同一債務者及之ト同一利害関係ヲ有スル者ニ対スル其ノ者ニ属スル無尽掛金ヲ差引キタル債権額ガ…………円ヲ超ユル

モノヲ指称ス 

(二) 本表ニハ債務者毎ニ各口ヲ計算シタルモノヲ記載スベシ 


